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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第82期
第１四半期
連結累計期間

第83期
第１四半期
連結累計期間

第82期

会計期間
自  平成22年4月１日
至  平成22年6月30日

自  平成23年4月１日
至  平成23年6月30日

自  平成22年4月１日
至  平成23年3月31日

売上高 (百万円) 5,504 5,414 24,538

経常利益 (百万円) 265 226 1,372

四半期(当期)純利益 (百万円) 113 135 679

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △67 112 376

純資産額 (百万円) 24,747 25,166 25,190

総資産額 (百万円) 37,920 37,435 38,119

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 10.38 12.38 61.94

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 63.7 65.6 64.4

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

４．第82期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」(企

業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用し、遡及処理しております。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。　
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。　

　　なお、重要事象等は存在しておりません。　

　
２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)経営成績の分析　

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要等一部持ち直しの兆しはあるものの、東日

本大震災の影響による生産活動や経済活動の停滞で先行き不透明感は改善せず、低調に推移しました。 

　主たる事業の放送業界では、電力不足やサプライチェーンの寸断による自動車等製造業の生産落ち込み

や個人消費の冷え込みから、広告活動に対する企業マインドは低迷しており、テレビ、ラジオ広告費とも

に厳しい状況にあります。その結果、当第1四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は54億14百万円(前

年同期比1.6%減)で減収となり、営業利益は1億69百万円(前年同期比27.7%減)、経常利益は2億26百万円

(前年同期比14.8%減)でそれぞれ減益となりました。四半期純利益は前年度にあった特別損失計上が大幅

に減ったこともあり、1億35百万円(前年同期比19.2%増)で増益となりました。 

　セグメント別の状況は次のとおりです。

①放送事業 

　放送事業は、収入38億74百万円(前年同期比1.8%減)、営業利益1億51百万円(前年同期比19.1%減)となり

ました。

　テレビ部門は、収入34億31百万円(前年同期比2.0%減)となりました。スポット収入は震災の影響により

全国的に広告投下量が減少し、4.5%減となりました。業種別では、輸送機器、アルコール飲料などが落ち込

み、化粧品・洗剤、卸売・小売などは伸びたものの、カバーできませんでした。

　ラジオ部門は、収入4億43百万円(前年同期比0.4%増)となりました。全国的なラジオ広告投下量の減少に

よりスポット収入は1.1%減、制作収入は不採算イベントを整理した結果8.9%減となりましたが、タイム収

入はショッピング番組等の増加により3.8%増となり、ラジオ全体では増収となりました。

 

②システム関連事業 

　システム関連事業は、収入8億71百万円(前年同期比7.7%増)、営業損失84百万円(前年同期は営業損失79

百万円)となりました。 

　ソフトウェア開発業界では業界内の競争が一層の厳しさを増す中、積極的な営業活動を展開した結果、

増収となりました。しかし利益面では、開発コストの増加により損益の改善には至りませんでした。　
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③不動産事業

不動産事業は、収入3億44百万円(前年同期比1.6%増)、営業利益1億86百万円(前年同期比3.8%増)となり

ました。 

　ＲＫＢ放送会館の駐車場賃貸収入等が増加し、増収増益となりました。 

 

④その他事業 

　その他事業は、収入5億99百万円(前年同期比13.1%減)、営業損失78百万円(前年同期は営業損失53百万

円)となりました。 

　催事部門では、「熊川哲也 ロミオとジュリエット」や「MUSIC WOLFLOW SPRING FESTA 2011 IN 伊王

島」を開催しましたが、昨年実施した「シカン展」や当社企画で全国を巡回した「吉村作治の新発見！

エジプト展」の収入の落ち込みをカバーできず減収となりました。その結果、その他事業収入は減収とな

り、利益面では、営業損失が拡大しました。

　

(2)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の連結子会社)の事業上および財務上

の対処すべき課題について重要な変更および新たに生じた課題はありません。

　
なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その

内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。

　
①基本方針の内容

当社は経営の基本方針に基づき、中長期的な経営戦略を推進するにあたり、当社の財務および事業の

方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を(以下「基本方針」といいます。)定めておりま

す。 

　当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させていくため、この基本方針に照らして不

適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みの

一つとして以下のような当社株券等の大規模買付行為に対する対応策(以下「本プラン」といいま

す。)を導入しております。

上場会社である当社の株式は株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社株式に対

する大規模買付行為またはこれに類似する行為があった場合においても法令に別段の定めがある場合

を除き、一概に否定されるべきものではなく、最終的には株主の皆様の自由な意思によりその適否が判

断されるべきであると考えます。

  近時、わが国の資本市場においては、上場会社に対する大規模買付行為や買付提案の動きが活発に

なってきており、これらの動きの中には、その目的等からみて企業価値ひいては株主共同の利益に対す

る明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、株主が買付の条

件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するために必要な時間や情報を提

供しないもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
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当社は上場会社として市場経済の発展に寄与すべき責務を負うことはもとより、有限希少の電波を

預かる放送事業者として、高い公共性を求められている企業であります。したがいまして、当社の財務

および事業の方針の決定を支配する者は、放送法や電波法等、法令の趣旨、放送事業者としての公共的

使命と社会的責任を深く認識し、自覚しなければなりません。さらに視聴者・聴取者の支持と共感を得

ることのできる番組制作や地域社会・市民社会の発展に寄与する企業活動を柱とする事業計画を推進

させ、当社および当社グループ会社（以下、「当社グループ」といいます。）の企業価値および株主共

同の利益を継続的に堅持し、また向上させていく者でなければならないと考えております。

　

②基本方針の実現の取組み

当社は民間放送局として、放送の公共的使命と報道機関としての責任を自覚し、地域社会・市民社会

の発展に貢献する企業活動を継続することが社会的責務であり、かつ経済的存立の基盤であるとの認

識に基づいて事業活動を行っております。当社グループが構築してきたコーポレートブランドや企業

価値・株主共同の利益を確保・向上させていくため、以下の３点を重点施策とした取り組みを推進し

ております。 

(ⅰ)迅速・正確な報道

「価値ある情報」を迅速・正確に発信することを第一の責務とします。また、視聴者・聴取者の支持

を得る情報を発信し、またエンターテイメントコンテンツ制作を行います。さらに、制作管理体制を整

備・点検し、視聴者・聴取者の信頼を損なう番組は放送いたしません。

(ⅱ)地域社会・市民社会への貢献 

放送に加え、放送局の特性を生かした良質なイベントの展開等、総合力でエリアへの貢献を果たしま

す。また、アジアの中の福岡を意識し、アジアの人々と情報を共有し、相互理解に貢献するコンテンツを

制作し、発信するという理念に向けて、一歩づつ駒を進めてまいります。さらに、企業活動自体が地球環

境に負荷があることを認識し環境保全活動を推進いたします。

(ⅲ)健全な経営 

安定的な財務体質を目指して、コスト意識の徹底をはかり、時代に合った番組づくりと事業の展開、

また、デジタル時代の新たな収入源の開発など多様なコンテンツ開発に経営資源を集中します。

　

③基本方針に照らして不適切な者によって財務および事業の方針の決定が支配されることを防止す

   るための取組み

当社株式の大規模買付行為を行う者が、これらの重点取り組みを継続的に行い、向上させるのでなけ

れば、当社グループの企業価値・株主共同の利益は毀損されることとなります。

　したがいまして、当社取締役会は、当社株式に対する大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付

行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断するための情報や時間の確保、あるいは株主の皆様のた

めに交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大規模買

付行為を抑止するための枠組みが不可欠であると考えており、当社の企業価値・株主共同の利益を著

しく損なう大規模買付行為に対しては、当社は必要かつ相当な対抗をすることにより、当社の企業価値

・株主共同の利益を確保しなければなりません。
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当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させていくため、上記の基本方針に照らして

不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み

の一つとして以下のような本プランを導入しております。

 本プランは当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付け、

または当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合およびその特

別関係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付けに該当する当社株式の買付けまたはこ

れに類似する行為（かかる行為を、以下「大規模買付等」といいます。ただし、当社取締役会が承認し

たものを除きます。）がなされる場合を適用対象とします。 

　当社取締役会が決議に基づき発動する対抗措置としては、新株予約権の無償割当てを行うこととしま

す。ただし、会社法その他の法令および当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適

当と判断される場合には当該その他の対抗措置を用いることもあります。 

　当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、対抗措置の中止または発動

の停止を決定することがあります。 

　本プランの有効期間は、平成23年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から平成26年6月開催予定の

定時株主総会終結の時までの3年間とします。　 

　ただし、有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更または廃止の決議が

なされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更または廃止されるものとします。また、

当社取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるも

のとします。

なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令もしくは金融商品取引所規則の変更ま

たはこれらの解釈・運用の変更、または税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲で

企業価値評価委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、または変更する場合があります。 

　当社は、本プランが廃止または変更された場合には、当該廃止または変更の事実および変更の場合に

は、変更内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行います。

　

④本プランの合理性に関する取締役会の判断及びその理由

本プランについては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、当

社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される企業価値評価委員会の勧告を最大限尊

重するとともに、株主および投資家の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保すること

としており、詳細については下記のとおりです。 

　買付者等におきましては、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規

模買付等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した意向表明書を当社の

定める書式により提出していただきます。 

　当社取締役会および企業価値評価委員会は、買付者等による必要情報の提案が十分になされたと認め

た場合には、その旨を買付者等に通知(以下「情報提供完了通知」といいます。)するとともに、速やか

にその旨を開示いたします。当社取締役会は情報提供完了通知を行った後、大規模買付等の評価の難易

度等に応じて、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成および代替案立案のための期間（以下

「取締役会評価期間」といいます。）を設定します。 
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当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、

買付者等から提供された必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・

向上の観点から、買付者等による大規模買付等の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、

これらの検討等を通じて、大規模買付等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付

者等に通知するとともに、適時かつ適切に株主の皆様に開示いたします。また、当社取締役会として、株

主の皆様に代替案を提示することもあります。

  企業価値評価委員会は、取締役会評価期間内に、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成およ

び代替案立案と並行して、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うものとし

ます。その際、企業価値評価委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するよ

うになされることを確保するために、企業価値評価委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経

営陣から独立した第三者（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、

コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を得ることができるものとします。なお、企業価

値評価委員会は買付者等が本プランに定める手続きを遵守しない場合、原則として、当社取締役会に対

して対抗措置の発動を勧告します。または、買付者等が本プランに定める手続きを遵守した場合、原則

として、当社取締役会に対して対抗措置の不発動を勧告します。だだし、本プランに定める手続きが遵

守されている場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益を著しく

損なうものであると認められる場合には、本対応の例外的措置として、対抗措置の発動を勧告すること

があります。企業価値評価委員会が当社取締役会に対して勧告をした場合は、当社取締役会は、当該勧

告の事実とその概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示いたしま

す。 　

当社取締役会は、企業価値評価委員会の勧告を最大限尊重するものとし、かかる勧告を踏まえて当社

の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動または不発動の決

議を行うものとします。 

　当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるか

を問わず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会および企業価値評価委員会が適切と判断する

事項について、情報開示を行います。 

　

(3)研究開発活動

　　特記すべき事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成23年6月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年8月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 11,200,000同左 福岡証券取引所
単元株式数は

1,000株であります。

計 11,200,000同左 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　
(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成23年４月１日～
平成23年６月30日

― 11,200 ― 560 ― 4

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成23年3月31日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

平成23年3月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 226,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 10,882,00010,882 ―

単元未満株式 普通株式 92,000 ―
1単元(1,000株)
未満の株式

発行済株式総数 11,200,000 ― ―

総株主の議決権 ― 10,882 ―

　

② 【自己株式等】

平成23年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

　　(自己保有株式)
ＲＫＢ毎日放送株式会社

　福岡市早良区百道浜
　　二丁目３番８号

226,000― 226,0002.02

計 ― 226,000― 226,0002.02

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号) に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成23年４月１日

から平成23年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年６月30日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,239 3,994

受取手形及び売掛金 4,032 2,587

有価証券 129 129

たな卸資産 200 400

その他 2,783 2,793

貸倒引当金 △8 △12

流動資産合計 10,378 9,894

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,971 8,045

機械装置及び運搬具（純額） 1,634 1,474

土地 13,321 13,321

その他（純額） 398 290

有形固定資産合計 23,325 23,131

無形固定資産 64 54

投資その他の資産

投資有価証券 3,256 3,231

その他 1,113 1,142

貸倒引当金 △18 △18

投資その他の資産合計 4,351 4,355

固定資産合計 27,741 27,540

資産合計 38,119 37,435

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 332 177

短期借入金 777 827

未払法人税等 251 169

アナログ設備撤去引当金 28 28

資産除去債務 46 46

その他 3,165 2,671

流動負債合計 4,601 3,920

固定負債

長期借入金 1,895 1,895

退職給付引当金 4,728 4,782

役員退職慰労引当金 56 55

アナログ設備撤去引当金 43 43

負ののれん 49 46

資産除去債務 33 33

その他 1,522 1,493

固定負債合計 8,328 8,348

負債合計 12,929 12,268
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 560 560

資本剰余金 4 4

利益剰余金 24,014 24,018

自己株式 △172 △173

株主資本合計 24,406 24,409

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 158 143

その他の包括利益累計額合計 158 143

少数株主持分 625 613

純資産合計 25,190 25,166

負債純資産合計 38,119 37,435
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

売上高 5,504 5,414

売上原価 3,389 3,375

売上総利益 2,114 2,038

販売費及び一般管理費 1,880 1,869

営業利益 233 169

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 24 50

その他 28 21

営業外収益合計 54 74

営業外費用

支払利息 20 16

その他 2 0

営業外費用合計 22 17

経常利益 265 226

特別利益

国庫補助金 － 34

特別利益合計 － 34

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 79 －

ゴルフ会員権評価損 0 4

その他 6 0

特別損失合計 86 4

税金等調整前四半期純利益 178 255

法人税等 76 127

少数株主損益調整前四半期純利益 101 128

少数株主損失（△） △12 △7

四半期純利益 113 135
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 101 128

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △169 △15

その他の包括利益合計 △169 △15

四半期包括利益 △67 112

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △55 120

少数株主に係る四半期包括利益 △12 △7
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　
当第１四半期連結累計期間

(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

税金費用の計算

　当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

　

【追加情報】

　
当第１四半期連結累計期間

(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

　当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

　

【注記事項】

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりでありま

す。

　

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

減価償却費 349百万円 315百万円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日
定時株主総会

普通株式 131 12平成22年３月31日 平成22年６月30日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日
定時株主総会

普通株式 131 12平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント

その他

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）放送事業

システム
関連事業

不動産事業 その他事業 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 3,909 797 265 531 5,504 ― 5,504

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

35 11 73 158 279 △279 ―

計 3,944 809 339 689 5,783 △279 5,504

セグメント利益又は損失（△） 187 △79 179 △53 233 △0 233

(注)  セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項)

　 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 233

セグメント間取引消去 △0

四半期連結損益計算書の営業利益 233

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント

その他

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）放送事業

システム
関連事業

不動産事業 その他事業 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 3,839 860 273 440 5,414 ― 5,414

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

35 11 70 159 276 △276 ―

計 3,874 871 344 599 5,691 △276 5,414

セグメント利益又は損失（△） 151 △84 186 △78 174 △5 169

(注) セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項)

　 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 174

セグメント間取引消去 △5

四半期連結損益計算書の営業利益 169

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

   １株当たり四半期純利益金額 10円38銭 12円38銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益金額(百万円) 113 135

    普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 113 135

    普通株式の期中平均株式数(株) 10,976 10,973

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

２ 【その他】

　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年８月９日

ＲＫＢ毎日放送株式会社

取締役会  御中

　

有限責任監査法人トーマツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    福    岡    典    昭    印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    増    村    正    之    印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    寺    田    篤    芳  　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているＲＫ
Ｂ毎日放送株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期
間(平成23年４月１日から平成23年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成
23 年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四
半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ＲＫＢ毎日放送株式会社及び連結子会社の平
成23年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示
していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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